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【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 に 関 す る 制 御 を 行 う 複 数 の 制 御 手 段 を 備 え た 遊 技 機 で あ っ て 、
　 前 記 複 数 の 制 御 手 段 の う ち の 少 な く と も １ つ と 、 他 の 遊 技 機 の 制 御 手 段 の 少 な く と も １
つ と を 電 気 的 に 接 続 す る こ と に よ り 、 複 数 の 遊 技 機 間 に お い て 制 御 信 号 を 送 受 信 で き る よ
う 構 成 し 、
　 前 記 複 数 の 制 御 手 段 の う ち の 少 な く と も １ つ は 、
　 所 定 条 件 の 成 立 し た 場 合 に は 、 特 定 処 理 を 実 行 す る 旨 の 実 行 情 報 を 設 定 す る と と も に 、
他 の 遊 技 機 の 制 御 手 段 に 対 し て 前 記 実 行 情 報 に 関 連 す る 特 定 制 御 信 号 を 出 力 し 、 所 定 の タ
イ ミ ン グ で 前 記 実 行 情 報 に 基 づ き 前 記 特 定 処 理 を 実 行 し 、
　 他 の 遊 技 機 か ら 前 記 特 定 制 御 信 号 を 入 力 し た 場 合 に は 、 前 記 実 行 情 報 を 設 定 す る と と も
に 、 所 定 の タ イ ミ ン グ で 前 記 実 行 情 報 に 基 づ き 前 記 特 定 処 理 を 実 行 す る よ う 構 成 さ れ 、
　 さ ら に 、 前 記 複 数 の 遊 技 機 は 、 所 定 の 中 継 手 段 を 介 し て 並 列 に 接 続 さ れ 、
　 前 記 特 定 処 理 を 実 行 す る 各 制 御 手 段 は 、 前 記 中 継 手 段 の 有 す る 複 数 の 接 続 部 に そ れ ぞ れ
電 気 的 に 接 続 さ れ 、
　 前 記 各 制 御 手 段 は 、 該 各 制 御 手 段 が 前 記 各 接 続 部 に 接 続 さ れ る こ と に よ り 、 自 身 を 識 別
す る た め の 識 別 子 を 設 定 で き る よ う 構 成 さ れ 、
　 前 記 特 定 処 理 を 前 記 複 数 の 遊 技 機 に お い て 連 鎖 的 に 行 う た め に 、
　 前 記 制 御 手 段 は 、 乱 数 発 生 手 段 を 備 え 、
　 所 定 条 件 が 成 立 し た 場 合 に は 、 前 記 乱 数 発 生 手 段 か ら 選 出 さ れ る 選 出 値 に 基 づ き 、 自 身
及 び 他 の 遊 技 機 の 制 御 手 段 が 前 記 特 定 処 理 を 行 う 順 序 を 示 す 順 序 情 報 を 前 記 識 別 子 に 関 連
さ せ 設 定 し 、
　 該 順 序 情 報 を 前 記 識 別 子 に 基 づ い て 、 前 記 特 定 制 御 信 号 と と も に 出 力 す る こ と を 特 徴 と
す る 遊 技 機 。
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